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ORGドメイン名細則（変更履歴付き） ORGドメイン名細則（整形版） 備考 

                                          株式会社日本レジストリサービス 
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                                                    改訂：2022年７月27日 

                                                    実施：2022年７月27日 

 

 

                            ORGドメイン名細則 

 

 

第１条（目的） 

    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」（以下「登録規則」と

いう）第１条第３項に基づいて、当社が取り扱うORGドメイン名（以下「本ドメ

イン名」という）個別に適用される規定を定める。 

 

第２条（契約条件） 

    申請者および登録者は、次の各号を含む、本ドメイン名の初期立ち上げの契

約条件に拘束されるものとする。 

  （１）サンライズ期間 

  （２）ランドラッシュ期間 

  （３）サンライズ紛争処理方針（the Sunrise Dispute Resolution Policy） 

 

第３条（レジストリの免責） 

    申請者および登録者は、次の各号から生じるいかなる損失・責任について

も、レジストリを免責するものとする。 

  （１）サンライズ期間中およびランドラッシュ期間中のドメイン名登録申請の

結果 

  （２）サンライズ登録に関する紛争の結果を含む、サンライズ期間およびラン

ドラッシュ期間に関連した手続および過程 

 

第４条（遵守事項） 

   申請者または登録者は、レジストリのICANNとのレジストリ契約、当社の

ICANNとのレジストラ認定契約またはその他の取り決めに基づく、ICANNの標

準、ポリシー、手続・手順および実務慣行を遵守しなければならない。 

２ 申請者または登録者は、レジストリによって随時制定・変更され、すべての

レジストラに適用され、また、ICANNの標準、ポリシー、手続・手順および実務

慣行ならびにレジストリのICANNとのレジストリ契約に整合する、本ドメイン名

のすべての運用基準、手続・手順、実務慣行およびポリシーを遵守しなければ

                                          株式会社日本レジストリサービス 
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    この細則は、「gTLD等ドメイン名登録等に関する規則」（以下「登録規則」と

いう）第１条第３項に基づいて、当社が取り扱うORGドメイン名（以下「本ドメ

イン名」という）個別に適用される規定を定める。 

 

第２条（契約条件） 

    申請者および登録者は、次の各号を含む、本ドメイン名の初期立ち上げの契

約条件に拘束されるものとする。 
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  （２）ランドラッシュ期間 
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第３条（レジストリの免責） 

    申請者および登録者は、次の各号から生じるいかなる損失・責任について
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ICANNとのレジストラ認定契約またはその他の取り決めに基づく、ICANNの標

準、ポリシー、手続・手順および実務慣行を遵守しなければならない。 
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改訂日・実施日を記載 

 

 

 

 

 

 

 

定義の追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遵守事項の追加 

 

 

 

 

 

 

 

凡例： 
赤字（下線付き） ：追加 
青字（取消線付き）：削除 
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ORGドメイン名細則（変更履歴付き） ORGドメイン名細則（整形版） 備考 

ならない。 

 

第５条（上位組織の仕様・ポリシー） 

    申請者および登録者は、登録規則第36条第２項の定めに加え、レジストリ

が、次の各号の目的のために必要と認める場合、その裁量により、本ドメイン

名の登録または取引を拒否、廃止、使用停止、移転する権利を有すること、ま

たは本ドメイン名をレジストリロック、レジストリ預かりもしくはこれらと同

様の状態におく権利を有することを確認し、同意する。 

  （１）レジストリデータベース、またはレジストリシステムの整合性、安全性

および安定性を保護するため 

  （２）適用法、政府の定める規則もしくは要件、法執行機関からの要請または

いかなる紛争処理手続を遵守するため（紛争処理手続の間またはその後

に必要な場合を含む） 

  （３）レジストリおよびその関連会社、子会社、役員、取締役、代表者および

従業員の民事上または刑事上の責任を回避するため 

  （４）登録規則、この細則その他の本サービスに基づく契約に従うため 

  （５）レジストリの不正利用防止ポリシー（Anti-Abuse Policy for .ORG and 

IDNs）またはその他のレジストリが定める本ドメイン名に適用されるポ

リシーへの違反のため 

  （６）レジストリまたはレジストラによる本ドメイン名の登録に関連した誤り

を訂正するため 

  （７）レジストリとICANNとのレジストリ契約を遵守するため 

ならない。 

 

第５条（上位組織の仕様・ポリシー） 

    申請者および登録者は、登録規則第36条第２項の定めに加え、レジストリ

が、次の各号の目的のために必要と認める場合、その裁量により、本ドメイン

名の登録または取引を拒否、廃止、使用停止、移転する権利を有すること、ま

たは本ドメイン名をレジストリロック、レジストリ預かりもしくはこれらと同

様の状態におく権利を有することを確認し、同意する。 

  （１）レジストリデータベース、またはレジストリシステムの整合性、安全性

および安定性を保護するため 

  （２）適用法、政府の定める規則もしくは要件、法執行機関からの要請または

いかなる紛争処理手続を遵守するため（紛争処理手続の間またはその後

に必要な場合を含む） 

  （３）レジストリおよびその関連会社、子会社、役員、取締役、代表者および

従業員の民事上または刑事上の責任を回避するため 

  （４）登録規則、この細則その他の本サービスに基づく契約に従うため 

  （５）レジストリの不正利用防止ポリシー（Anti-Abuse Policy for .ORG and 

IDNs）またはその他のレジストリが定める本ドメイン名に適用されるポ

リシーへの違反のため 

  （６）レジストリまたはレジストラによる本ドメイン名の登録に関連した誤り

を訂正するため 

  （７）レジストリとICANNとのレジストリ契約を遵守するため 

 

 

レジストリの判断でドメイン

名の登録拒否、廃止、使用停止

等の処理がされる場合がある

旨の規定を追加 

 


